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生徒心得 

１  校内外を問わず、教師・年長者に対して、また生徒相互間においても敬愛を持って挨拶し、友愛を持って

協調の精神を養うように努める。 

２  言葉遣いは、はっきりした正しい言葉を用い、会話は高校生らしく素直で明るいこと。 

３  男女交際は互いに人格を尊び、お互いの品性を高めることに努める。 

４  生徒証明証（身分証明書）は、常に携帯すること。 

５  学習に不要な物品（マンガ・雑誌類、ゲーム機器類、菓子類）を校内へ持ち込まない。 

６  緊急時（登下校時中の事故や自然災害発生）等の連絡手段を確保するために、スマートフォン・ 

携帯電話の所持を認める。 

※登下校中の使用については、一般社会における利用マナーを遵守すること。 

   ※校内では電源を切りバッグに入れて保管すること（SNS等により校内での使用が確認された場 

 合も校内の使用とみなす）。校内での使用・所持（見えるところに出していた）が発覚した場合はその

場で預かり、担任が保護者に返却をする。 

   ※校内での使用は禁止とするが、教育活動中にやむを得ず使用が必要な場合は、教師の指示に従う。 

   ※神舞祭・歩こう大会等の学校行事での使用については、教師の指示に従う。 

   ※校外における教育活動中の使用も禁止するが、修学旅行や校外 

    での部活動中の使用については、教師の指示に従う。 

７  通学時は、本校規定による制服を着用する。休日の部活動や学校行事等の場合は、部指定のジャージ等

を着用しての登校を可とする。 

８  頭髪、眉毛、服装等は規定を遵守すること。 

９  登校時間、授業開始等の時間を守る。遅刻・欠席をする場合には、８時までに保護者が学校に連絡をする

こと。 

１０ バイク・自転車通学は、交通規定により許可する。車両は所定の置き場に整然と並べ、施錠すること。な

お、バイク通学時は必ず反射タスキを着用する。 

１１ 徒歩・バス・自転車・バイク等いずれの通学においても、交通ルールを守り、交通安全には充分注意するこ

と。公共交通機関を利用する場合は、特に公共マナーにも留意すること。なお、自家用車による通学

は、武道館・中央体育館・道の駅・高千穂神社の各駐車場での乗降とする。ケガ等で歩行が困難な生徒

については，登校時の自家用車校内乗り入れを許可する。その際は、申請を行い、発行された許可書を

車内の見える位置に置いておくこと。 

１２ 教室での放課後の居残りは、学級担任に許可を受けること。また、19時30分以降の居残りは、「居残り

許可願」を生徒指導部に申請し許可を受けること。 

１３ 登校後に校外に出る必要がある場合には、学級担任の許可を得、「外出許可願い」を提出すること。 

１４ 集会・宣伝・掲示等をする場合には、所定の手続きを経て許可を得ること。 

１５ 神楽等、イベントへの参加の際は、必ず保護者の承諾を添えて届け出、許可を得ること。 

１６ 長期休業中のアルバイトは必ずアルバイト許可願いを提出し、許可を得ること。ただし成績不振者や特別

指導を受けた者は原則許可しない。また、酒類を扱う業務への従事は許可しない。 

１７ 生徒のみでのカラオケボックス・ゲームセンター・遊技場への出入りは禁止する。 

１８ 飲酒・喫煙・夜間徘徊（２１：００以降）・暴力その他の問題行動をしないことは当然であるが、そのような場

に居合わせることがないように心がけること。 

１９ 防火・防災に協力し、万一の際には緊急避難または出動に参加できるよう心掛けること。 
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服装容儀に関する校則について 

 

 

 高千穂高校生は、「地域で学び、地域を学ぶ」というスローガンのもと、社会性を身につける
ため自ら以下の校則を策定する。      （令和４年９月 生徒会） 

 

 

 頭髪 ・ 眉 ・ ひげ 等 

１  パーマ、髪染め、脱色、整髪料の使用を禁止とする。 

２  他人に不快感を与えず、常に清潔に保つ。 

３  前髪の長さは眉程度とする。 

４  眉は整える程度で、極端な剃り方や書き足しはしない。 

 

服 装 等 

１  ズボンは正しい位置に留め、不格好に下げない。 

２  ベルトは華美でなく、制服にふさわしいものとする。 

３  男女ともリボンまたは、ネクタイを着用する。（合服、冬服時） 

４  校章は襟の穴に付ける。または、ピン止めする。 

５  セーターの袖や裾はブレザーから出ないように着用する。 

６  ソックスは華美でなく、制服にふさわしいものとする。 

７  合服時は、冬ズボン・冬スカートとする。 

   ※合服時は、セーター・ベストの着用を可とする。 

８  登校時の靴は華美でないものを使用する。また、盗難などのトラブルを避けるため、高価

なものは使用しない。 

９  服の移行期間は自由とする。 

１０ スカート丈は、裾が膝の真ん中程度とする。 

 

 

※華美でないものとは、周りに不快感を与えることなく、時と場に応じたふさわしいものとす

る。 

また、就職・進学試験を受験する際にも適切と考えられるものとする。 
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服装について 

1 制服 

品名 備考 

ブレザー 全員購入 

冬スラックス・冬スカート 希望するものを購入 

長袖シャツ・長袖ブラウス 希望するものを購入 

ニットセーター 全員購入 

ワンタッチネクタイ・リボン 希望するものを購入 

夏スラックス・夏スカート 希望するものを購入 

半袖セーラーブラウス・半袖シャツ 希望するものを購入 

通学用靴は黒のローファー（メーカーの指定なし） 全員購入 

ニットベスト       希望者のみ購入 

※男女とも靴下の色は華美でないもの（無地・ワンポイント可） 

冬服期間におけるスカート着用時は黒タイツ・ストッキング着用可 

 

２ 冬のコート 

（１）期間・・・冬服完全移行後（マフラー・手袋と同時期） 

（２）色・・・・・華美でないもの（無地） 

※ ファーが付いていないコートを使用すること。 

※ ダウンジャケット・ウインドブレーカー・ベンチコートなど、サンプル（写真）で示した形以外は認めな

い。 

  

 

 
シングルコート        ダッフルコート         Pコート 

 

 

4 体育用運動靴 

例） 

例 
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体育用外シューズは、運動可能な靴とし、メーカーは指定し

ない。 

※同様の靴を持っていれば新しく購入する必要はありませ

ん。中学校で使用していた靴でも構いません。 

 

 

5 通学バッグ 

①通学バッグは、リュック（自由）又は学校指定学年配色のバッグとしていたが、令和５年度入学生より学校指

定バッグは廃止とする。 

※リュックに入らない場合は、学年別配色のバッグをサブバッグとして使用すること。 

※上記の逆も同様。 

②学年配色バッグの色 

令和４年度入学（３年生）   

青   

 

 

6 校内スリッパ 

校内用スリッパは品名「エバーワン１型」、令和６年度入学生

の色はグリーン（緑）とする。 

※色は男女共通です。 

生産流通科の新入生は、本校用と農場用に２足を購入し

ます。 

 

 

① 高千穂高校指定スリッパの色 

令和６年度入学（1年生） 令和５年度入学（2年生） 令和４年度入学（3年生） 

グリーン（緑） ワイン（赤） コバルト（青） 

②町内の履物店で購入し、ただちにクラス･番号･氏名を黒マジックで鮮明に記入する。 

（１年１組 ５番 高千穂太郎 の記入例⇒             ） 

 

7 名札・校章 

 名札については、令和5年度入学生から廃止とする。 

① 名札の色 

令和４年度入学（３年生）   

白   

② 名札は教室に入った時点、放課後のHR前など各自で付け外しを行う。 

 

 

例）   

１１０５ 

高千穂太郎 


